
印西市役所緯碓42 5111　■ＨＰ http://www.city.inzai.lg.jp/

　
納
付
書
は
、
納
税
通
知
書
（
冊
子
）

と
は
別
に
、
期
別
ご
と
に
同
封
し
て

い
る
の
で
、
納
付
の
際
は
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
会
社
な
ど
に
勤
務
し
て
い

て
、
市
民
税
・
県
民
税
を
給
料
か
ら

天
引
き
さ
れ
て
い
る
人
は
、
勤
務
先

へ
発
送
し
て
い
ま
す
。

■問 
市
民
税
課
市
民
税
班
（
緯
内
線
3

2
6
）。

未
登
記
家
屋
の
確
認

　
固
定
資
産
税
の
対
象
家
屋
を
把
握

す
る
た
め
、
登
記
し
て
い
な
い
家
屋

（
未
登
記
家
屋
）
で
、
次
の
臼
～
嘘
に

該
当
す
る
場
合
は
、
必
ず
資
産
税
課

ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
（
登
記
し

て
い
る
家
屋
は
法
務
局
か
ら
市
へ
通

知
さ
れ
ま
す
）。

臼
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
名
義
を
変

更
（
売
買
・
相
続
）
し
た
場
合
。

渦
未
登
記
家
屋
を
滅
失（
取
り
壊
し
）

し
た
場
合
（
登
記
家
屋
で
滅
失
申
請

し
て
い
な
い
場
合
も
含
む
）。

嘘
新
増
築
し
た
家
屋
が
未
登
記
の
場

合
。

■問 
資
産
税
課
家
屋
班
（
緯
内
線
3
3

2
）。

自
死
遺
族
支
援

「
わ
か
ち
あ
い
の
会
ひ
だ
ま
り
」

　
大
切
な
人
、
愛
す
る
人
を
自
死
で

な
く
さ
れ
た
人
へ
。

　
同
じ
よ
う
な
体
験
を
持
つ
人
が

集
い
、
心
お
き
な
く
話
せ
ホ
ッ
と
で

き
る
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
せ
ん

か
。

■時 
6
月
　
日
画
・
午
後
1
時
　
分
～
。

17

30

■場 
千
葉
県
印
旛
合
同
庁
舎
2
階
（
佐

倉
市
）。

■対 
大
切
な
人
を
自
死
で
亡
く
さ
れ
た

人
。

■問 
社
会
福
祉
法
人
千
葉
い
の
ち
の
電

話
事
務
局（
緯
0
4
3
―
2
2
2
―

4
4
1
6
）。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
月
曜
～
金
曜
日

の
午
前
9
時
～
午
後
5
時
。

市
民
税
・
県
民
税
の

納
期
限
は
6
月
　
日
で
す

30

　
平
成
　
年
度
市
民
税
・
県
民
税
の

28

納
税
通
知
書
を
6
月
　
日
俄
に
発
送

13

す
る
予
定
で
す
。

り
、福
祉
施
設
や
団
体
、困
窮
す
る
世

帯
や
個
人
に
無
償
で
提
供
す
る
活
動

で
す
。

　
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
左
記
の
期

間
中
、受
け
付
け
と
集
荷
を
行
っ
て

い
ま
す
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■時 
6
月
　
日
牙
ま
で
の
午
前
9
時
～

30

午
後
5
時（
日
曜
、祝
日
は
除
く
）。

■場 
印
西
市
社
会
福
祉
協
議
会
。

▼
お
持
ち
い
た
だ
き
た
い
食
品
…
米
、

麺
類
、乾
物
、保
存
食
品
、フ
リ
ー
ズ

ド
ラ
イ
食
品
、イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
、

レ
ト
ル
ト
食
品
、ギ
フ
ト
パ
ッ
ク
、各

種
調
味
料
、食
用
油
、飲
料
な
ど
常
温

保
存
可
能
で
、賞
味
期
限
が
2
カ
月

以
上
あ
る
も
の
。

■問 
フ
ー
ド
バ
ン
ク
ち
ば（
緯
0
4
3

―
3
7
5

―
6
8
0

4
）、印

西

市
社
会
福

祉
協
議
会

（
緯
○42 
0
2

9
4
）。

「
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
」

会
員
募
集

　
市
内
の
お
お
む
ね
　
歳
以
上
の
人

60

を
対
象
に
、
随
時
会
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

　
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
人
は
、

ぜ
ひ
会
員
登
録
を
し
て
く
だ
さ
い

（
年
会
費
が
必
要
で
す
）。

　
特
に
、
庭
木
剪
定
が
で
き
る
人
と

清
掃
希
望
の
女
性
会
員
が
不
足
し
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

で
は
、
高
齢
者
が
で
き
る
仕
事
で
あ

れ
ば
、
ど
ん
な
小
さ
な
仕
事
で
も
依

頼
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
人
手
が

必
要
と
な
っ
た
と
き
は
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■問 
印
西
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

（
そ
う
ふ
け
ふ
れ
あ
い
の
里
内
・
緯

○45 
0
4
6
8
・
■ＨＰ h

h
ttp
://w

w
w
.sjc.n

e
.jp
/in
zai/

）。

国
民
健
康
保
険
特
定
健
康
診
査
・

　
　
　
後
期
高
齢
者
健
康
診
査

　
市
で
は
、　
歳
以
上
の
国
民
健
康

40

保
険
加
入
者
と
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
加
入
者
を
対
象
に
健
康
診
査
を
実

施
し
ま
す
。

■対 
■内 
は
下
表
を
参
照
。

※
人
間
ド
ッ
ク
を
同
一
年
度
内
に
受

診
し
、
市
の
助
成
制
度
を
利
用
す
る

人
は
、
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

■問 
【
特
定
健
康
診
査
】
国
保
年
金
課

保
険
給
付
班
（
緯
内
線
2
8
7
）・

【
後
期
高
齢
者
健
康
診
査
】高
齢
者
医

療
年
金
班
（
緯
内
線
2
8
9
）。

福
祉
カ
ー
を
貸
出
し
ま
す

　
市
内
に
居
住
す
る
高
齢
者
や
そ
の

家
族
に
、
リ
フ
ト
付
き
ワ
ゴ
ン
車
を

無
料
（
ガ
ソ
リ
ン
代
は
実
費
負
担
）

平
成
　
年
度

28
　
　
年
金
受
給
額
の
据
え
置
き

　
国
民
年
金
な
ど
の
受
給
額
は
、
法

律
の
規
定
に
よ
り
物
価
・
賃
金
に
基

づ
く
変
動
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
平
成

　
年
度
に
つ
い
て
は
受
給
額
を
据
え

28置
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
（
下
表
参

照
）。

※
被
用
者
年
金
一
元
化
法
に
よ
り
端

数
処
理
が
変
更
に
な
っ
た
た
め
、
平

成
　
年
4
月
分
の
改
定
か
ら
、
月
額

28
で
数
円
の
増
減
が
生
じ
ま
す
。
詳
し

く
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ

れ
る
「
年
金
額
改
定
通
知
書
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

■問 
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
緯
0
5
7

0
―
0
5
―
1
1
6
5
）、
国
保
年

金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班
 （
緯
内
線

2
8
8
）。

で
貸
し
出
し
ま
す
。

※
運
転
手
の
手
配
は
個
人
で
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
利
用
前
に
は
、

必
ず
左
記
窓
口
で
貸
し
出
し
状
況
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■問 
高
齢
者
福
祉
課
生
き
が
い
支
援
班

（
緯
内
線
2
7
2
）。

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
（
食
料
品
の

寄
付
）
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　「
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
」と
は
、家
庭

や
企
業
に
あ
る
食
品
な
ど
を
持
ち
寄

こ
ん
な
と
き
に
は

　
　
　
　
　
届
出
が
必
要
で
す

　
日
本
国
内
に
住
所
の
あ
る
　
歳
以

20

上
　
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
は
、
国

60
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
届
出
は
、
加
入
す
る
時
だ
け
で
な

く
、
配
偶
者
の
扶
養
か
ら
外
れ
た
と

き
に
も
必
要
で
す
（
左
表
参
照
）。

　
ま
た
、
海
外
へ
転
出
・
居
住
す
る

場
合
、
海
外
か
ら
帰
国
し
た
と
き
に

も
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
左
記
へ
。

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
（
緯
0
4
7
―

4
2
4
―
8
8
1
1
）、
国
保
年
金

課
高
齢
者
医
療
年
金
班
（
緯
内
線
2

8
9
）。

パート詠

平成28年（2016）6月1日号（8）

　日本赤十字社は、「人のいのちと健康、尊厳を
守る」という使命のもと、国内の災害時における
救援活動をはじめ、国外の紛争・自然災害の被災
者に対する緊急救援活動など、さまざまな人道的
活動を行っています。これらの人道的活動は、多
くのみなさんの温かい善意によって支えられて
います。
　昨年度の社資募集額は、517万3,794円になり
ました。ご協力ありがとうございました（ご協力
いただいた団体名、社資については、市ホーム
ページなどでお知らせします）。　　
　今年度も市から町内会などを通じ、みなさんに
社資募集の依頼をするので、活動資金へのご協力
をお願いします。
■問 社会福祉課厚生班（緯内線256）。

赤十字活動資金に
　ご協力をお願いします税

金

国民年金の届出一覧

持参するもの異動の内容届出が必要なとき

・印鑑
（本人自署の場合は不要）

第1号被保険者になります
20歳になったとき
※厚生年金や共済年金
　加入者以外

・印鑑
（本人自署の場合は不要）
・年金手帳
・退職日の分かる書類

第2号被保険者から、
第1号被保険者になります
（第3号被保険者に該当す
る場合は除く）

退職したとき
※厚生年金や共済年金
　加入者

・印鑑
（本人自署の場合は不要）
・年金手帳
・配偶者の退職日の分かる
書類

第3号被保険者から、
第1号被保険者になります

退職者に扶養されていた
が、配偶者が厚生年金や共
済年金をやめたとき

煙第1号被保険者…自営業や農業・漁業を営む人とその配偶者、20 歳以上の学生、
フリーターの人。
煙第2号被保険者…会社や官公庁にお勤めで厚生年金や共済組合に加入している人。
煙第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者。

国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査　実施内容
申込先申込期限自己負担額検査項目実施時期方法対象健診名

国保年金課

7月20日我1,100円問診、身体計測、検尿、血圧測定、
腹囲測定、医師の診察、血液検査

6～7月集団40歳から74歳
国保加入者特定健康診査

9月30日画1,500円6～10月個別
7月20日我

なし問診、身体計測、検尿、血圧測定、
医師の診察、血液検査

6～8月集団後期高齢者
医療制度加入者

後期高齢者
健康診査 9月30日画6～10月個別

※「特定健康診査」の対象者には案内を送付済みです（平成28年6月1日以降の国民健康保険加入者は申し込みが必要）。
※「後期高齢者健康診査」を前年まで申し込んでいる人、昭和8年4月1日～昭和16年6月1日生まれの人は申し込みが不要
（平成28年4月16日以降の転入者は申し込みが必要）。
※集団は市内公共施設で実施。個別は市内指定医療機関で実施。

平成28年度の年金額
年金額（年間）種類年金額（年間）種類

224,500円遺族基礎年金・加算額780,100円老齢基礎年金

612,600円特別障害年金（1級）975,100円障害基礎年金（1級）

490,080円特別障害年金（2級）780,100円障害基礎年金（2級）

780,100円遺族基礎年金・基本額

（注）障害・遺族基礎年金は、お子さん1人目、2人目は224,500円、3人目以降は1人
あたり74,800円が加算されます。

国
保
・
年
金

福
祉


